
監督員用

評定項目 監督員 評   価   対   象   項   目

４．加点項目 Ⅰ.評価すべき項目

工事により対象となる項目 2

工事により対象となる項目 3

工事により対象となる項目 4

工事により対象となる項目 5

工事により対象となる項目 6

工事により対象となる項目 7

工事により対象となる項目 8

工事により対象となる項目 9

記述評価

・評定項目Ⅱの加点は＋４点～０点の範囲とする。　

該当項目合計 0

評     　    点 0

（※市内業者等とは、市内業者及び準市内業者です。）

評定項目Ⅱ（監督員用）

 【○マークを付した評価対象項目について、特
に優れている評価内容を詳細記述】

1工事により対象となる項目

評定項目Ⅱ（監督員用）の項目内加点は最大４点←こちらに係数0.4が掛かり（四捨五入）、評定点合計にプ
ラスされます。

細　目

工事資材の50％以上を市内業者等に発注した。（主要資材発注先届の総額の50％以上）

下請工事の50％以上を市内業者等に発注した。（下請負者(委任者)通知書の総額の50％以上）

工事資材を市内業者等に発注した。（主要資材発注先届に市内業者等があれば○）、又は下請工事
を市内業者等に発注した。（下請負者(委任者)通知書に市内業者等があれば○）


